
墨
田
中
学
校
同
窓
会
会
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
制
定 

 
 
 
 

第
一
章 

総
則 

第
一
条 

 
本
会
は
、
墨
田
中
学
校
同
窓
会
（
略
称 

墨
中
同
窓
会
）
と
称
す
る
。 

第
二
条 

 

本
会
は
、
事
務
局
を
墨
田
中
学
校
に
お
く
。 

第
三
条 

 

本
会
は
、
同
窓
生
相
互
の
親
和
と
交
流
及
び
墨
田
中
学
校
の
教
育
上
の
諸
活
動

へ
の
支
援
協
賛
を
目
的
と
す
る
。 

 

第
二
章 

会
員 

第
四
条 

 

本
会
の
会
員
は
、
墨
田
中
学
校
卒
業
生
を
も
っ
て
会
員
と
す
る
。 

第
五
条 

 

本
会
の
賛
助
会
員
は
、
墨
田
中
学
校
に
在
籍
す
る
職
員
及
び
旧
職
員
と
す
る
。 

  
 
 

 

第
三
章 

会
計 

第
六
条 

 

本
会
会
計
は
、
新
卒
業
生
に
よ
る
入
金
、
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て

る
。 

第
七
条 

 

本
会
会
計
は
、
理
事
会
に
お
い
て
収
支
報
告
を
行
う
。 

第
八
条 

 

本
会
会
計
は
、
事
務
局
に
墨
田
中
学
校
職
員
を
加
え
、
こ
れ
に
あ
た
る
。 

第
九
条 

 

会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

  
 
 

 

第
四
章 

組
織 

第
十
条 

 

本
会
は
、
会
長
一
名
、
副
会
長
若
干
名
、
事
務
局
若
干
名
、
会
計
監
査
二
名
を
役

員
と
す
る
。 

第
十
一
条 

本
会
は
、
顧
問
及
び
相
談
役
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
二
条 

役
員
は
理
事
の
互
選
に
よ
る
。 

第
十
三
条 

顧
問
及
び
相
談
役
は
、
理
事
会
に
お
い
て
決
定
す
る
。 

第
十
四
条 

理
事
は
理
事
会
の
推
薦
に
よ
り
、
理
事
会
で
決
定
す
る
。 

第
十
五
条 

本
会
は
、
現
職
校
長
を
名
誉
会
長
と
す
る
。 

  
 
 

第
五
章 

会
議 

第
十
六
条 

本
会
は
、
適
宜
、
総
会
及
び
理
事
会
を
開
催
す
る
。 

  
 
 

第
六
章 

改
正 

第
十
七
条 

本
会
則
の
改
正
は
、
理
事
会
の
過
半
数
を
も
っ
て
改
定
で
き
る
。 

  
 
 
 

付
則 

 

本
会
則
は
、
平
成
三
十
年
八
月
七
日
よ
り
一
部
改
正
し
施
行
す
る
。 


